
水道利用加入金算定の考え方
 水道利用加入金は、過去の建設投資に要した額のうち、その建設投資時の水道利用者が負担しなかった分（企業債、国庫補助金等を財
源とした分）を除いた額の一部を、新規の水道利用者にも負担させることをコンセプトとしている。
 したがって、水道利用加入金水準は、建設改良費の期間配分額である減価償却費から、企業債償還金及び国庫補助金等の期間配分額
である⾧期前受金戻入を控除した額とする。
【算式】 水道利用加入金水準 ＝ ①減価償却費 ー ②企業債償還金 ー ③⾧期前受金戻入（一般会計補助金分を除く）
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１　前提条件

（１）　算定期間 R9～R11（３か年度）

（２）　水準の決定方法

　・　水道利用加入金 ＝ （（ 本市長期前受金戻入控除後減価償却費 + 企業団長期前受金戻入控除後減価償却費 × 企業団係数 ）

 － （ 本市企業債償還金 + 企業団企業債償還金 × 企業団係数 ）） ／ 算定期間年度

　※　算式中の費用額は、それぞれ算定期間（R9～R11）中の合計額

　※　算出式の調整後減価償却費（企業団含む）は、下記の算式により調整した額とする。

　・　調整後減価償却費 ＝ 長期前受金戻入控除後減価償却費 / 要償却率 * 平均耐用年数 / ( 1 + 平均耐用年数 )

⇒ 有形固定資産の減価償却の限度額が投資時の利用者の負担となるため、調整を行う。

２　水道利用加入金の算出

（１）　係数の算出

 ア　企業団係数 ＝ 本市基本水量 ／ 構成団体基本水量

＝ ｍ3 ／ ｍ3

 イ　減価償却費調整係数　⇒　下記のとおり

 ○　本市調整係数 ＝  １ × （ 有形固定資産構成割合 ／ 有形固定資産要償却率＋無形固定資産構成割合）

＝ 1 × （ ／ + ） ＝

 ○　企業団調整係数 ＝  １ × （ 有形固定資産構成割合／有形固定資産要償却率 ＋ 無形固定資産構成割合 ）

＝ 1 × （ ／ + ） ＝

（２）　水道利用加入金収入水準の算出

　・　水道利用加入金収入水準 ＝ （（ × ＋ ×

× ） － （ +

× ）） ／ 3

＝ （（ × + ×

× ） － （ +

× ）） ／ 3

＝

（３）　水道利用加入金単価の算出

　・　水道利用加入金単価 ＝ ／

＝ ／
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